
公告第１２号 

水道施設台帳デジタル化整備業務委託に係る質問回答 

 

質 問 回 答 

１．実施要領の P.6に「技術提案書（添付書

類）の枚数は、A4、A3合わせて 20枚以内

とする。」とありますが、全て A4判を使用

した場合のページ数は、40ページ以内（両

面印刷）という理解でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。    

２．実施要領の P.6 に「プレゼンテーショ

ン資料の枚数についても 20 枚以内とす

る。」とありますが、全て A4判を使用した

場合のスライド数は、80ページ以内（2in1

両面印刷）という理解でよろしいでしょう

か？ 

技術提案書と同じページ数とします。 

３．実施要領の P.7に「技術提案書は、10.5

ポイント以上とする。」とありますが、これ

は図表内の文字にも適用されますでしょう

か。 

適用しませんが、見やすい大きさとしてく

ださい。 

４．技術提案書類一式は、参加表明書類と

同じく A4 紙ファイルに綴じた形で提出す

ればよろしいですか。 

実施要領のとおり、CD-R又は DVD-Rに保

存し提出とします。 

５．「水道台帳デジタル化整備業務委託要求

水準書」の内容（要求される機能への対応

度合い）は、どのように評価に反映されま

すでしょうか。 

要求水準書を全て満たした機能とします。 

６．実施要領 P.9 に、プレゼンテーション

出席者について「技術提案者を含む２名以

内とする。」とありますが、技術提案者は管

理技術者のことでしょうか。また、もう１

名の参加者も発言は可能でしょうか。 

①技術提案者は管理技術者となります。 

②発言は可能です。 

７．プレゼンテーション時に、実機を使用

したデモを行うことは可能でしょうか。 

実施要領のとおり不可とします。 

８．プレゼンテーションの評価はどのよう

に反映されますか。 

技術提案審査の評価項目、評価視点により

評価し反映されます。 

９．実施要領の P.11に各年度の出来高予定 業務進捗状況により決定します。 



が記載されていますが、年度ごとの成果品

の目安はありますか。 

１０．仕様書 P.4、第 17条の（データ整備・

移行）に関して、導水トンネル約 9.3km、

送水管約 122.3km、緊急放流路約 1.4kmを

管路図などの資料を基に作図し、図化する

のでしょうか。それとも、既設の管路デー

タが存在し、データを移行するということ

でしょうか。 

既存資料の PDF データを使用し移行する

ものとします。紙データについては、スキ

ャン等により電子データ化し移行するもの

とします。 

１１．仕様書 P.5、第 19条の（システム機

能）の中の「移動に応じた追跡」は、ある特

定の端末のリアルタイムな移動位置を追跡

するということでしょうか。それとも、点

検作業等でどのような経路で点検を実施し

たかを、必要に応じて確認できる程度の追

跡でしょうか。 

リアルタイムな移動位置を追跡するものと

します。 

１２．仕様書 P.6、第 20条（データベース

要件）の「（2）管理する維持管理情報」の中

に土木施設、建築施設に係る情報の管理が

ありますが、ここで言う土木施設、建築施

設とはどのような施設を想定していますで

しょうか。また、これらの施設は、GIS シ

ステムではどのような図形で扱われるので

しょうか。 

①土木施設については、浄水場の沈殿池や

増圧ポンプ所、調整池、各流量計室を想定

しています。建築施設については、浄水場

の管理本館や増圧ポンプ所建屋等を想定し

ています。 

②土木、建築施設については「面」、管路に

ついては「線」として扱うことを想定して

います。詳細については協議によるものと

します。 

１３．要求水準書の順番 B15の「登録編集」

の「全ての施設等と関連づけて変更が行え

ること」とは、どのような意味でしょうか。

施設の全ての属性値を変更できることとい

うことでしょうか。 

全ての施設または選択した施設の属性を変

更できることと想定しています。 

１４．サービス品質水準（様式 9-3）の記載

方法について確認させていただきたく存じ

ます。 

・目標/保証：各項目に対して、目標、また

は保証とするかを示すということでよろし

いでしょうか。 

①目標保証について、ご質問のとおりです。 

②値について、ご質問のとおりです。 

③現時点では保守対象機器が設定されてい

ないため、空欄とします。 



・値：各項目に対する目標、または保証する

設定値を示すということでよろしいでしょ

うか。 

・保守対象機器明細項番：何を記載すれば

よろしいでしょうか。 

１５．仕様書第 17条（2）施設点検シート

に記載されている具体的な施設名をご教授

ください。 

各増圧ポンプ所、各受水池流量計室等の建

築施設となります。 

１６．仕様書第 17条（2）点検（水管橋、

施設）は直営もしくは委託のどちらでしょ

うか。ご教授ください。 

直営となります。 

 


